
４－１－16 

- 1 - 

 

十四、第４条第１項第16号(商品の品質又は役務の質の誤認) 

  商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標 

 

１．｢商品の品質又は役務の質(以下本号において、｢商品の品質等｣という。)｣について 

(1) ｢商品の品質等｣とは、商品若しくは役務の普通名称、商品若しくは役務について

慣用されている商標又はこの基準第１の五(第３条第１項第３号)の１．にいう｢商品

又は役務の特徴等｣が表す品質若しくは質をいう。 

(2) 商標構成中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、全体として

商品の品質等として認識できない場合には、商品の品質等を表さないと判断する。 

特に、商標構成中に外国の国家名を有する場合には、既成語の一部となっている 

場合等国家名を認識しないことが明らかな場合に限り、商品の品質等を表さないと判

断する。 

(例) 外国の国家名を有する場合 

① 商品の品質等を表すと判断する場合 

商品｢時計｣について、商標｢ＳＷＩＳＳＴＥＸ｣ 

(解説) 既成語の一部ではないため、国家名としての｢スイス連邦｣を認識させ

る。 

② 商品の品質等を表さないと判断する場合  

商品｢薬剤｣について、商標｢コロシアム｣ 

(解説) 既成語の一部のため、国家名としての｢ロシア連邦｣を認識しない。 

 

２．｢誤認を生ずるおそれ｣について 

(1) ｢誤認を生ずるおそれ｣とは、商標が表す商品の品質等を有する商品の製造、販売

又は役務の提供が現実に行われていることは要せず、需要者がその商品の品質等を誤

認する可能性がある場合をいう。 

(2) ｢誤認を生ずるおそれ｣の有無は、商標が表す商品の品質等と指定商品又は指定役

務が関連しているか否か、及び商標が表す商品の品質等と指定商品又は指定役務が有

する品質又は質が異なるか否かにより判断する。 

(例１) 本号に該当する場合 

商品｢野菜｣について、商標｢ＪＰＯポテト｣ 

(解説) この場合、商標が表す商品の品質は、｢普通名称としてのじゃがいも｣で

あることから、指定商品｢野菜｣とは関連する商品であり、また、指定商品中｢じ

ゃがいも以外の野菜｣が有する品質とは異なることから、本号に該当すると判
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断する。 

なお、指定商品｢じゃがいも｣と、商品の品質等の誤認を生じさせることなく

適正に表示されている場合はこの限りでない。 

(例２) 本号に該当しない場合 

① 商品｢自転車｣について、商標｢ＪＰＯポテト｣ 

(解説) この場合、商標が表す商品の品質である｢普通名称としてのじゃがいも｣ 

とは関連しない指定商品｢自転車｣であることから、本号に該当しないと判断す

る。 

② 商品｢イギリス製の洋服｣について、商標｢ＪＰＯイギリス｣ 

(解説) この場合、商標が表す商品の品質である｢生産地としてのイギリス｣と指

定商品が有する品質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。 

③ 役務｢フランス料理の提供｣について、商標｢ＪＰＯフランス｣ 

(解説) この場合、商標が表す役務の質である｢料理の内容としてのフランス｣と

指定役務が有する質が一致していることから、本号に該当しないと判断する。 

(3) 商標中に、商品の品質等を表す文字等を有する場合であっても、出願に係る商標

が、出願人の店舗名、商号、屋号等を表すものとして需要者に広く認識されており、

需要者が商品の品質等を誤認するおそれがないと認められるときには、本号に該当し

ないと判断する。 

 

３．商標中に商品の品質等を保証するような文字、図形等がある場合 

商標中に｢○○博覧会金牌受領｣、｢○○グランプリ受賞｣等の博覧会の賞等を受賞した

文字・図形等がある場合に、当該博覧会等が第４条第１項第９号の定める基準に該当し

ないときは、商品の品質等を表すものとして、博覧会の賞等を受賞した事実の立証を求

め、立証されないときは、本号に該当すると判断する。 

 

４．地域団体商標について 

地域団体商標は、これが商標中の地域の名称と密接な関連性を有する商品又は役務以

外の商品又は役務について使用されるときは、商品の品質等の誤認を生じさせるおそれ

があるものとして、本号に該当すると判断する。 

ただし、指定商品又は指定役務が、例えば、次のように商品の品質等の誤認を生じさ

せることなく適正に表示されている場合は、この限りでない。 

① 地域の名称が当該商品の産地であれば、｢○○(地域の名称)産の△△(商品名)｣とす

る。 



４－１－16 

- 3 - 

 

② 地域の名称が当該役務の提供の場所であれば、｢○○(地域の名称)における△△(役

務名)｣とする。 

③ 地域の名称が当該商品の主要な原材料の産地であれば、｢○○(地域の名称)産の□

□(原材料名)を主要な原材料とする△△(商品名)｣とする。 

④ 地域の名称が当該商品の製法の由来地であれば、｢○○(地域の名称)に由来する製

法により生産された△△(商品名)｣とする。ただし、例えば、｢インドカレー｣、｢江戸

前すし｣のように地域との密接な関連性が希薄となり、一般的な製法と認識されるに

至っている場合は、除かれる。 

なお、上記は、地域団体商標における指定商品が｢○○(地域の名称)に由来する製

法により生産された△△(商品名)｣と記載されている場合において、需要者がその商

品について○○産の商品、又は、主に○○産の□□(原材料名)を用いた商品であるか

のように品質を誤認するおそれがあるときに、本号の適用を妨げるものではない。 

 

５．本号に該当する場合の商標の補正について 

本号に該当する場合の商標の補正については、この基準第13(第16条の2及び第17条の

2)の１．(2)(ｲ)参照。 

 

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧又は審判決要約集をご覧になれます。  

○商標審査便覧  

41.103.01 外国の地名等に関する商標について  

41.103.02 建造物の名称等に関する商標について  

47.101.07 「地域の名称」との関係における指定商品（指定役務）の記載について  

88.01     外国政府等との取決めについて  

 

○審判決要約集（第４条第１項第１６号） 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/41_103_02.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/47_101_07.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/88_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/document/index/shinhanketsu-yoyakushu.pdf
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